
３ 
議第９号議案 

 

   横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部改正  

 

 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

 

   令和７年２月 18日提出 

 

                       市会運営委員会        

                       委員長  高  橋  のりみ    



横 浜 市 条 例 （番 号 ） 

横 浜 市 会 個人 情 報 の 保護 に 関 する 条 例 の一 部 を 改 正 する 条 例 

横 浜 市 会 個 人 情報 の 保 護に 関 す る条 例 （令 和 ５ 年 ２ 月横 浜 市 条例 第 ６ 号 ）の 一

部 を 次 の よ うに 改 正 する 。 

第 ２ 条 第 10項 中 「 第２ 条 第 ８ 項」 を 「 第２ 条 第 ９ 項 」に 改 め る。 

第 13 条 第 ５ 項 中「 及 び 第 31 条 」 を削 り 、同 項 の 表 中 「第 ２ 条 第９ 項 」 を 「第 ２

条 第 10 項 」 に改 め る 。 

第 18 条 第 ２ 項 第１ 号 ア 中「 又 は 報酬 、」 を 「 若 し く は報 酬 若 しく は 」 に 、「 そ

の 他 」 を 「 又は 」 に 改め る 。 

 第 19 条 第 １項 中 「 市会 の 保 有 する 」 を削 る 。 

   附  則 

こ の 条 例 は 、 令和 ７ 年 ４月 １ 日 から 施 行す る 。 

 

提  案  理  由 

行 政 手 続 に お ける 特 定 の個 人 を 識別 す るた め の 番 号 の利 用 等 に関 す る 法 律の 一

部 改 正 に 伴 い、 関 係 規定 の 整 備 を図 る 等の た め 、 横 浜市 会 個 人情 報 の 保 護に 関 す

る 条 例 の 一 部を 改 正 した い の で 提案 す る。  

  



 参  考  

   横浜市会個人情報の保護に関する条例（ 抜 粋 ） 

                           上段  改 正 案     
                        （ 下段  現  行 ）  

（ 定 義 ） 

第 ２ 条  （ 第 １項 か ら 第９ 項 ま で省 略 ） 

10  こ の 条 例 にお い て 「特 定 個 人情 報 」と は 、 行 政 手続 に お ける 特 定 の 個人 を 識  

別 す る た め の 番号 の 利 用 等に 関 す る法 律（ 平 成 25 年 法律 第 27 号。 以 下 「 番号 利 

         第２ 条 第 ９ 項 
用 法 」 と い う 。）       に規 定 する 特 定 個 人 情報 を い う。 

   第 ２ 条 第８ 項 

   （ 第 11項 か ら 第 13 項 ま で 省略 ） 

 （ 利 用 及 び提 供 の 制限 ） 

第 13 条  （ 第１ 項 か ら第 ４ 項 ま で省 略 ） 

                                   
５  保 有 特 定個 人 情 報に 関 し て は、 第 ２項 第 ２ 号 か ら第 ４ 号 まで      の 規 
                             及 び 第 31条 

定 は 適 用 し な いも の と し、 次 の 表の 左 欄に 掲 げ る 規 定の 適 用 につ い て は 、こ れ

ら の 規 定 中 同 表の 中 欄 に掲 げ る 字句 は 、同 表 の 右 欄 に掲 げ る 字句 と す る 。  

 

                （省       略）                 

第40条第１項第１号     又は第13条第１項及び第２項  

の規定に違反して利用されて  

いるとき          

第13条第５項の規定により読  

み替えて適用する同条第１項  

及び第２項（第１号に係る部  

分に限る。）の規定に違反し  

て利用されているとき、番号  

利用法第20条の規定に違反し  

て収集され、若しくは保管さ  

れているとき、又は番号利用  

法第29条の規定に違反して作  

成された特定個人情報ファイ  

       第２条第10項  
ル（番号利用法       
       第２条第９項  

に規定する特定個人情報ファ  

イルをいう。）に記録されて  

いるとき          

                （省       略）                 



 （ 個 人 情 報フ ァ イ ル簿 の 作 成 及び 公 表）  

第 18 条  （ 第１ 項 省 略） 

２  前 項 の 規 定は 、 次 に掲 げ る 個人 情 報フ ァ イ ル に つい て は 、適 用 し な い。  

 (1)  次 に 掲 げ る 個 人情 報 フ ァ イル 

  ア  市 会 の議 員 若 しく は 議 員で あ った 者 又 は 職 員若 し く は職 員 で あ った 者 に  

                                若し く は 
係 る 個 人 情 報 ファ イ ル であ っ て 、 専ら その 人 事 、 議 員報 酬 、 給与  

                                又は 報 酬 

報 酬 若 し く は           又 は   
         福利 厚 生 に 関す る 事項    こ れら に 準 ずる 事 項 を 記録 す る 
   、                そ の 他 

   も の （議 長 が 行う 職 員 の 採用 試 験に 関 す る 個 人情 報 フ ァイ ル を 含 む 。）  

   （ イ から キ ま で、 第 ２ 号 、第 ３ 号及 び 第 ３ 項 省略 ） 

 （ 開 示 請 求権 ） 

                                     
第 19 条  何 人も 、 こ の条 例 の 定 める と ころ に よ り 、 議長 に 対 し、         
                             市 会 の 保有 す る 

 自 己 を 本 人と す る 保有 個 人 情 報の 開 示を 請 求 す る こと が で きる 。 

   （ 第 ２項 省 略 ） 

 



４ 
「議第９号議案 横浜市会個人情報の保護に関する条例の一部改正」 

の取扱いに関する運営理事会協議結果 

 
 

項  目 協 議 結 果（令和７年２月６日 運営理事会） 

１ 議 案 発 送 ２月10日（月） 

２ 上 程 日 ２月18日（火）の本会議 

３ 提案理由説明 省略 

４ 質 疑 通告に応じ実施 

５ 通 告 期 間 ２月 12日（水）午前９時から 14日（金）正午まで 

６ 委員会付託 
横浜市会会議規則第36条第３項及び市会運営委員会申し合わ

せ・確認事項により、委員会付託を省略し、本会議で即決 

 

 

参  考 

●横浜市会会議規則（抜粋） 

第36条 

３ 委員会が提出した議案については、前２項の規定にかかわらず、委員会に付託しない。

ただし、市会の議決により付託することができる。 

●市会運営委員会申し合わせ・確認事項（抜粋） 

本 会 議 

５ 議員提出議案について 

(1) 常任・運営委員会における発議（請願・陳情に係るものを含む。）に係る審査が終了

したもの及び団長会議等の協議が終了したものは、委員会等の終了後、速やかに提出す

ることとし、その取扱いについては、原則として、本会議で即決とする。 


